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【縦覧の日時】 

１ 期  間  令和２年２月３日（月）～３月２日（月） 

２ 時  間  午前８時３０分～午後５時１５分 

３ 場  所  （１）気仙沼市市民生活部環境課 

気仙沼市八日町一丁目１番１号 気仙沼市役所 

（２）気仙沼市市民生活部循環型社会推進課 

             気仙沼市九条９３番地１ クリーン・ヒル・センター 

 

【意見書の提出】 

１ 受付期間  令和２年３月３日（火）～３月１６日（月） 

２ 受付時間  午前８時３０分～午後５時１５分（土・日曜日及び祝日を除く） 

３ 提出先   市環境課又は市循環型社会推進課 

  ４ 提出方法  各提出先に備え付けの用紙（生活環境の保全上の見地からの意見書）に記

入し，持参，郵送またはＦＡＸ（市環境課 24-3566、循環型社会推進課 24-

8110）で提出願います。 

 

【参 考】 

１ 設置する一般廃棄物最終処分場の概要 

 （１）施設の名称    ：新一般廃棄物最終処分場 

 （２）施設の設置の場所 ：気仙沼市九条ほか地内 

 （３）施設の種類    ：一般廃棄物最終処分場 

 （４）施設において処理する一般廃棄物の種類：焼却灰，破砕不燃物，無機性汚泥 

 （５）施設の能力    ：埋立容量 約８０，０００㎥  

■ 大曲一般廃棄物最終処分場は，ごみ焼却場及び粗大ごみ処理場から発生する焼却灰

等の埋立処分を行っていますが，令和３年度頃に満杯になると見込まれることから，

新たな一般廃棄物最終処分場を整備するものです。 
 
■ 最終処分場を設置する場合には県への届出に先立ち，あらかじめ周辺地域の生活環

境に及ぼす影響についての調査を行い，その結果を縦覧する必要があることから，「気

仙沼市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条

例」に基づき実施します。 
 
■ 縦覧期間終了後，施設の設置に関し利害関係のある方は，生活環境保全上の見地か

ら意見書を提出することができます。 

記者発表資料 

令和２年１月３０日（木） 

市民生活部循環型社会推進課(業務係) 

担当：大吉（内線３０５） 

新一般廃棄物最終処分場建設に伴う生活環境影響調査結果を縦覧します 
－ 施設の設置に関し利害関係のある方は意見書を提出することができます － 
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２ 生活環境影響調査の概要 

 （１）調査項目の選定 

   ①大気質：埋立作業に伴い発生する粉じん，廃棄物運搬車両の走行による排ガス(二酸化

窒素，浮遊粒子状物質) 

   ②騒音 ：施設の稼働，埋立作業及び廃棄物運搬車両の走行による騒音 

   ③振動 ：施設の稼働，埋立作業及び廃棄物運搬車両の走行による振動 

   ④悪臭 ：施設から発生する悪臭 

   ⑤地下水：水位や流動状況への影響 

 （２）調査方法 

    （１）の項目について計画地周辺の現況を調査し，施設の稼働による影響を予測，分析

することにより，生活環境の保全上の目標との整合が図られているか評価するもの。 

 （３）調査結果（総合的な評価） 

    生活環境影響調査項目として選定した大気質，騒音，振動，悪臭，地下水は，いずれの

項目についても生活環境の保全上の目標を満足させることができ，生活環境に与える影

響は軽微であると評価された。 

 


